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新型コロナウイルス感染症の影響により、開催予定の催しなどが中止や延期になる場合があります。

　次のような方からの相談を受け
付けています。
▶発熱などの症状がある方
　かかりつけ医のいない場合や相
談先に迷っている場合などの相談
に対応します。かかりつけ医のい
る方は、かかりつけ医に電話でご
相談ください。 問東京都発熱相
談センター☎03-5320-4592（24時
間、土・日曜日、祝日を含む毎
日） 問多摩小平保健所☎042-450-
3111（平日午前9時～午後5時）
▶接触確認アプリ「COCOA」の接
　触通知を受けた方
　濃厚接触の可能性があった旨の
通知を受けた方からの相談に対応
します。電話番号は通知を受けた
方へアプリ内でお知らせします。
　なお、アプリで発生している不
具合などについての最新情報は、

厚生労働省のホームページ（『厚
生労働省　ＣＯＣＯＡ』で検索）をご
確認ください。
※医療機関に電話でご相談の結
果、受診の必要がある場合には、
医療機関の指示に従って受診して
ください。マスクを着用し、公共
交通機関の利用を避けて受診して
ください。

【新型コロナウイルス感染症に関
する一般相談窓口】
▶感染の予防に関することや、心
　配な症状が出た時の対応など
 問東京都新型コロナコールセン
ター☎0570-550571（午前9時～
午後10時。土・日曜日、祝日含む）
※ナビダイヤルです。通話料は最
初のガイダンスでご確認ください。

【聴覚障害のある方などからの相
談】Ｆ03-5388-1396

新型コロナウイルス感染症に関する問い合わせ先

防 犯 対 策 交 通 ル ー ル
　自転車を使用する機会が増える夏休みの前に、交通ルールを見直しま
しょう。安全な自転車の乗り方などのルールの他、歩行する際の注意点
も話し合い、自転車に乗る人も歩く人も、気持ちよく通行できるよう心
がけましょう。問道路交通課交通安全係☎042-497-2096

夏 休 み に 入 る 前 に、 家 族 で 話 し 合 お う！

　いよいよ子どもたちが楽しみにしている夏休みが始まります。夏休み
中は、外出する機会が増えるため、犯罪に巻き込まれる危険性も高まり
ます。家庭内で子どもと向き合い、約束やルールを決めましょう。 
問防災防犯課防犯係☎042-497-1848

子 ど も の み ん な へ　 守 ろ う！ ４ つ の 約 束

◆保護者の方は子どもの行動を常に見守ってください
　子どもが巻き込まれる犯罪は、野外での一人遊び、人目のつきにくい
駐車場、木や建物などで見通しが悪い公園などで多発するのが特徴です。
家庭の周辺地域で危険な箇所がないか、常にお子さんと一緒に考えて、
犯罪や事故を未然に防いでください。
◆ご利用ください「メール一斉配信サービス」
　市内における防犯・防災情報やイベントに関する情報を、
あらかじめメールアドレスを登録した方に配信するサービス
です。ぜひご利用ください。登録方法は市ホームページをご
覧ください。（QRコード参照） 問メール一斉配信に関するこ
と＝情報政策課情報推進係☎042-497-1845

保護者の方へ　子どもを犯罪や事故から守るために

　「〇〇駅までの道のりがわからないから一緒にき
て」、「お菓子を買ってあげるから一緒に遊ばない？」
などとさそわれてもいっさい相手にせず、知らない人についていったり、
知らない人の車に乗ったりするのは絶対にやめましょう。
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　どこで遊ぶか、誰と遊ぶ（勉強する）か、何時ごろ
帰るかを言ってから出かけましょう。時間になって
も帰らないとき、おとなが探す場所の見当がつけられます。
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　危ないな、こわいなと感じたら、「たすけて！」と
大きな声で叫んだり、防犯ブザーを鳴らしてまわり
の人に知らせましょう。まわりに人がいないときはすぐににげましょう。
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　お父さん、お母さんなどおとなが見ている場所か、
学校のお友達などと何人かで遊ぶようにしましょ
う。公衆トイレなどでひとりになるときは防犯ブザ
ーを持ち危険にそなえましょう。
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「 な が ら ス マ ホ 」は 交 通 事 故 に 直 結！

◆自転車は道路交通法違反に！
　スマートフォン等を使用・操作しながらの自転車運
転は違反（道路交通法第71条）です！　自転車のながら
スマホは、周囲の状況が把握できず、交通事故に直結
する大変危険な行為です。
◆歩行者でも危ない！
　歩行中でスマートフォン等の操作に夢中になると周
囲の状況が分からず、接触事故などによりケガをする
可能性が高くなります。また、相手にケガをさせた場
合、過失傷害罪（30万円以下の罰金または科料）に問わ
れる可能性もあります。

「 な が ら ス マ ホ 」は 絶 対 に や め ま し ょ う！

　東京都では、「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」
により、自転車利用中の事故で、他人にケガをさせてしまった場合など
のために損害賠償保険等への加入が義務付けられています。子どもが起
こした事故であっても保護者に賠償責任が生じることがありますので、
保険等には必ず加入してください。　
　補償の範囲などにより様々な保険があるため、ご家族の生活や自転車
の利用状況などに合わせて検討しましょう。代表的な保険を以下のとお
り紹介します。
◆ＴＳマーク付帯保険
　自転車安全整備士がいる自転車販売店で自転車の点検
整備を受けると、車体に「ＴＳマーク」というシールが貼ら
れます。点検日から1年以内の「ＴＳマーク」には、自分で
転んでしまいケガをした場合などに支払われる「傷害保
険」と、他人にケガ等をさせてしまった場合などに支払
われる「賠償責任保険」が付いています。有効期間内に点
検整備を受けて更新するようにしましょう。
◆保険会社の保険
　自転車保険のほかに、自動車保険や火災保険などの特約として付けら
れるサービスがあります。
◆その他の保険
　一部のコンビニエンスストアや携帯電話会社などで加入できます。ま
た、クレジットカード契約に付けられるサービスもあります。

自転車を利用する皆さんへ～自転車利用中の対人事故に
備える保険等に加入している必要があります～

詳しくは
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　自転車の所有者には、防犯登録が義務付けら
れています。必ず防犯登録をしてください。

自転車の防犯登録も義務です！
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1自転車は、車道が原則、歩道は例外
2車道は左側を通行
3歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4安全ルールを守る（飲酒運転・2
　人乗り・並進の禁止、夜間はラ
　イトを点灯、交差点での信号遵
　守と一時停止・安全確認）
5子どもはヘルメットを着用

知 っ て い ま す か？　 自 転 車 安 全 利 用 五 則
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TOKYO854 くるめラ（旧FMひがしくるめ）が
ラ ジ オ で 聴 け る よ う に な り ま し た

　「災害時における放送に関する
協定」を締結しているFMひがしく
るめ（FM85.4MＨｚ）の放送エリア
が清瀬市と小平市にまで拡大し、
局名が「ＴＯKYＯ854 くるめラ」に
変更されました。清瀬市に特化し
た番組「ゆったり清瀬」（月曜日正
午～午後1時放送）や、清瀬・小
平・東久留米3市の旬の情報をお

知らせする「おはよう854」（平日
午前9時～11時）も放送されてい
ます。ぜひ、お聴きください。FM
ラジオやブラウザ、アプリでもお
聴きいただけます。 
問秘書広報課広報広聴
係☎042-497-1808

詳しくは
こちら

New Product Project　清瀬市産ホップの販売
　清瀬市で生産した
ホップ（ビールの原
料）を販売します。
苦みの強いホップ
は、薬味として使用
するほか、天ぷらにしてもおいし
く召し上がれます。200袋限定で
す。【価格】冷凍ホップ（品種カス
ケード）10㌘300円【購入方法】建
築管財課管財係に電話で予約、後
日市役所で受け取り

◆New Product Projectとは
　市内で行われていない取り組み
を市が試験的に行うことで新たな
特産品を生み出すプロジェクトで
す。以前このプロジェクトでは、
みつばち達の受粉により、南国の
ミカン「シークワーサー」の実を、
大量に収穫することに成功してい
ます。 申 問7月15日午前8時30分
から電話で建築管財課管財係☎
042-497-1841へ

市 管 理 職 の 異 動 に つ い て（ カ ッ コ 内 は 前 職 ）
◆令和3年6月1日付▶統括監・企
画部長（企画部長）今村広司◆令
和3年7月1日付▶総務部長（都市
整備部長）南澤志公▶福祉・子ど
も部長（教育部長）渡辺研二▶都
市整備部長（総務部建築管財担当

部長兼建築管財課長事務取扱）原
田政美▶議会事務局長（福祉・子
ども部長）八巻浩孝▶教育部長（議
会事務局局長）粕谷靖宏▶総務部
総務課長兼総務部建築管財課長
（総務部総務課長）渡邉浩志

新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金

 対次の❶～❹のすべてに該当す
る方。
❶次のいずれかに該当する方。
㋑社会福祉協議会が実施する総合
　支援資金の再貸付を受け、すで
　に最終借入月が到来している方
㋺再貸付を受け、自立支援金を申
　請した月が当該再貸付の最終借
　入月である方
㋩社会福祉協議会に対して再貸付
　の申請をしたが、自立支援金の
　申請日以前に不決定になった方
㋥社会福祉協議会に再貸付の申請
　を行うために、自立相談支援機
　関への相談等を行ったが支援決
　定を受けることができず、自立
　支援金の申請日以前に再貸付の
　申請ができなかった方
❷自立支援金の申請をした月にお
　いて、その属する世帯の生計を

　主として維持している方。
❸自立支援金の申請をした月にお
　ける世帯全員の合計収入と世帯
　の預貯金及び現金が下表の額以
　下であること。
❹次のいずれかに該当する方。
㋑公共職業安定所（ハローワーク）
　に求職の申込みをし、常用就職
　を目指して求職活動を行ってい
　る
㋺生活保護を申請中
 申 問8月31日までに申請書（市ホ
ームページからダウンロード可）
に必要書類を添え、郵送で生活福
祉課庶務係☎042-497-2058へ
※総合支援金の再貸付
終了者には自立支援金
の案内を送付していま
す。

条件❸の基準額
世帯員数 月の収入 預貯金
1人 137,700円 504,000円
2人 194,000円 780,000円
3人 241,800円

1,000,000円4人 283,800円
5人 324,800円

月の支給額
世帯員数 月額
単身世帯 60,000円
2人世帯 80,000円

3人以上世帯 100,000円
支給期間：3か月

詳しくは
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「 K i y o s e 花 の あ る 公 園 プ ロ ジ ェ ク ト 」
ガ ー デ ニ ン グ デ ー を 開 催

 　6月20日、
最初の「ガー
デニングデ
ー」を 開 催
し、新しい花
が元気に育つように、花の摘み取
りや、外来種などの雑草取りを行
いました（写真参照）。今後、毎
月第3日曜日午前10時～正午に、
ガーデニングに役立つ知識につい
て毎回題材を変えて紹介していく
予定です。次回は7月18日㈰に開
催します。なお、お越しの際は新

型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、必ずマスクの着用をお願い
します。 問水と緑と公園課緑と
公園係☎042-497-2098

Facebook

Instagram◆アクセス…清瀬駅北口より
「志木駅」行きまたは「台田団
地」行きに乗車し、「下戸」バ
ス停下車、徒歩約3分

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 に つ い て
清瀬市の接種券発送・予約スケジュール

対象 発送予定 予約開始時期
65歳以上の方 発送済み 予約受付中
60～64歳の方 発送済み 予約受付中
基礎疾患を有する方・高齢者施設
等の従事者 発送済み 予約受付中
障害者手帳及び自立医療受給者証
の所持者・難病等医療費助成認定
者

発送済み 予約受付中

介護保険の要支援・要介護を受け
ている40～64歳の方（第2号被保
険者）

発送済み 予約受付中

大規模接種センター・職域接種で
の接種を希望申請された方 発送済み 現在、大規模接種セン

ター・職域接種のみ予
約可能です。市内接種
会場での予約開始時期
は、決まり次第お知ら
せします。

上記以外の方（7月に満12歳になる
方を含む） 7月15日㈭

 問清瀬市新型コロナウイルスワクチン接種専用コールセンター☎042-
497-1507（平日午前9時～午後6時30分）

■今後のワクチンの供給量
　現在、大きく報道されているとおり、今後市に供給されるワクチン量が
減少します。7月下旬の供給量は必要量の半分のみとなっています。
　この状況を受け、市内接種会場の8月以降の予約枠を減らし、今後のワ
クチンの供給量に応じて段階的に予約枠を設けていくこととしました。
　当面の間は新規予約が取りづらい状況になりますが、既に予約を取った
方へのワクチンは確実に確保できるよう取り組んでいます。
　なお、各医療機関による独自の予約受付は一時中止しています。
■キャンセル待ち登録
　ワクチンの廃棄を避けるためのキャンセル待ち登録を行っています。直
前のキャンセルが生じたときには、以下の順位でキャンセル待ち登録者か
ら被接種者を選定します。
①接種当日に体調不良等の理由により接種
　できず、後日速やかに接種を受けたい方
②接種が済んでいない高齢者
③優先接種の対象とならなかった福祉施設
　従事者で、職域接種を受けられない方

■新型コロナウイルスワク
　チンの接種状況
・1回目接種済
・2回目接種済

（7月8日現在）

18,329人
9,461人


